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総選挙による議員
５００議席

国会

衆議院 参議院

２００議席

小選挙区制
３５０議席

比例代表制
１５０議席

各職業グループの有識者、高技能者、
経験者、その職業と同様に働いたり、
共通利益を共有したりする者又は社会
の中で活躍していた・している者の中
から互選による選出。

*備考*    新参議院の議席定数は最初の期間に限り、２５０議席とされています。



国会

衆議院

参議院議長

衆議院
第一副議長

衆議院
第二副議長

参議院
第一副議長

参議院
第二副議長

衆議院義務総長 参議院事務総長

衆議院義務局 参議院事務局

参議員
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衆議院議長



国会の会議の両院合同

衆議院議長は
国会議長を務める

参議院議長は
国会副議長を務める

衆議院議員
（国会議員）

参議院議員
（国会議員）

衆議院事務局長は国会
事務総長を務める

参議院事務総長は国会
事務次長を務める
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国会の権能
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法律・憲法附属法の制定

憲法改正

勅令承認

立法機能
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法律・憲法附属法の制定

立法機能



１. 内閣
２. 衆議院議員：２０人以上の賛成者
３. タイ王国憲法の第３章「タイ国民の
権利と自由」又は第５章「国の義務」と
いう規定に基づく法律案提案請願に署名
した１万人以上の有権者
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内閣 賛成した２０人
以上の衆議員

１万人以上の有
権者による法律
案提出の請願

官報により
公布・施行

衆議院

法律案提出・発議

第１読会
理由・趣旨説明聴取・採択

第２読会

委員会で審査、本会議
で条文ごとに検討

第３読会
採決

法律案提出
（タイ王国憲法の第３章「タイ国
民の権利と自由」又は第５章

「国の義務」のみ）

国会議長

法律案提出拒否・
不採択・廃案

否決→廃案

可決 参議院

国王の署名

首相による奏上

可決・成立

委員会で審査、本会
議で条文ごとに検討

法律案を賛成する。
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１. 最高裁判所、憲法裁判所、又は憲法
上の独立機関の提言に基づく内閣

２. 現有議員総数の１０分の１以上
の衆議院議員
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1. 衆議院議員選挙法

2. 参議院議員選出法
3. 選挙管理委員会法
4. 政党法

5. オンブズマン法
6. 汚職防止法
7. 会計監査委員会法
8. 憲法裁判所手続法
9. 政治職在職者刑事事件手続法
10.国家人権委員会法
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内閣
現有議員総数の
１０分の１以上
の衆議院議員

公布・施行

憲法附属法案提出

国会
（１８０日間以内で審議）

(

理由・趣旨説明聴取・
採択

委員会で審査、本会議
で条文ごとに検討

最高裁判所、憲法裁
判所、又は憲法上の
独立機関へ送付

否決・廃案

可決採決

首相による奏上

承認署名
（国王）
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１５日間
以内

反対 賛成

返付後３０日間以内に
国会で法案再審議法律案提出拒否・

不採択・廃案
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憲法改正

立法機能
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内閣

現有議員総数
の５分の１以
上の衆議院議

員

現有議員総数
の５分の１以
上の衆・参議
院議員

５万人以上の
有権者

憲法改正原案
提出・発議

第１読会
理由説明聴取・原案審査

＊採決方法：指名採決・記名
採決

＊衆・参両院の現有議員総数の
過半数以上の賛成で可決。

第２読会

条文ごとに審議

＊原則として憲法改正を請願

した国民の代表が意見を言う
機会を作らなければならない。
（国民投票）

＊多数の賛成を得ることが必
要とされている。

１５日間保留

第３読会

採決

＊採決方法：指名採決・記名
採決

＊衆・参両院の現有議員総数
の過半数以上の賛成で可決。

国会が憲法改正案
を承認した日から
２０日間以内に
首相がその改正案
を国王に奏上。

国王の署名

国王が改正案を承認
しない並びに国会に
返付しない又は９０
日間以内に国会に送
付しない場合

－国会が憲法改正
案を再審議し、
修正。

－又は衆・参両院
の現有議員総数の
３分の２以上の賛
成でそのままにし、
修正しない。

首相が
再び国王に奏上。

※国王が３０日間以内に改正案を承認し、署名

を行わずに国会に返送した場合、改正案は国王
が承認したものと同様に、首相によって官報に
告示され法律としての効力を有する。

官報に告示して法律と
して効力を有するよう

になる。

国王の署名

１５日間保留



行政監督の権限

一般討論の開催

委員会の設置

発議

質問

内閣の施政方針・首相の所信説明了承
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行政監督の権限

質問
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衆議院議員又は参議院議員が内閣に対

し、職務権限や国政一般についての事実の
説明を求め，見解をただすことです。しか
しながら、その質問が、国・社会安全又は
国家の重大な利益に悪影響を及ぼす可能性
があると見なされた場合、関係内閣がその
質問に対し応答を拒否することができます。

質問とは



１. 一般質問

１．１ 官報で答弁する質問

１．２ 本会議で答弁する質問
２. 緊急質問
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質問の種類
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一般的な議論

行政監督の権限
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１. 内閣不信任決議案に対する議論

２. 内閣に対し、真実を問い質す又は問題を提起・報
告するための議論（採決なし）

３. 参議院における内閣に対し、国の行政運営の
現状・真実を報告する又はその問題説明するための
議論（採決なし）

４. 国会における一般的な議論

５. 国会における野党指導者による議論

一般的な議論



国会の承認

国会閉会の承認

首相選出の承認
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宣戦布告の承認

何らかの地位への就任者の選出の承認



衆議院 第一副議長席
衆議院 第二副議長席

衆議院 議長席／会議の主宰者席

委員会席／説明者

内閣席

首相席

メディア 採決システム 管理

手
話

メディア
傍聴席

国営
テレビ
局

衆議院 事務総長席

衆議院 事務副総長席
会議担当者 会議録情報・速記担当者

会議システム
管理
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国会施設案内



衆議院の議席指定・配席図

連立与党席は議長席の右側から議

席数の多い政党の順に指定し、配置さ

れます。最も議席数の多い政党を最右

翼にに、次に議席数の多い政党を中

央部分に、配席されます。

野党席は議長席の左側から議席数の

多い政党の順に指定し、配置されます。

最も議席数の多い政党を最左翼に、次

に議席数の多い政党を中央部分に、配

席されます。

独立派議員席又は少数党席は議場の

中央部分から後方まで配置されます
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連立与党席

野党席

議長席

独立派議員席又は
少数党席



ご清聴

ありがとうございました。
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Q&A

25


